
お知らせ

①
介
護
保
険
料

　
平
成
27
～
29
年
度

介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

②
介
護
保
険
料
の
基
準
額

　
４
４
０
０
円
／
月
額

　
４
８
０
０
円
／
月
額

　
市
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用

総
額
の
22
％
を
65
歳
以
上
の

方
に
介
護
保
険
料
と
し
て
負

担
い
た
だ
き
ま
す（
図
３
）。

変
わ
り
ま
し
た
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図2 介護保険サービス費の推計

問　高齢福祉課

　　☎内線1752

　
介
護
保
険
料
を
算
定
す
る

た
め
に
、
基
と
な
る
介
護
保

険
料
基
準
額
を
市
町
村
ご
と

に
算
定
し
ま
す
。
介
護
保
険

料
の
負
担
軽
減
を
目
的
に
、

介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金

を
繰
り
入
れ
し
、
平
成
27
年

度
か
ら
平
成
29
年
度
の
基
準

額
は
こ
れ
ま
で
の
４
４
０
０

円（
月
額
）か
ら
４
８
０
０
円

（
月
額
）に
な
り
ま
し
た
。

変
わ
り
ま
し
た

　
65
歳
以
上
の
方
に
負
担
し

て
い
た
だ
く
介
護
保
険
料
は
、

「
今
後
３
年
間
で
ど
の
よ
う

な
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
ど
れ

く
ら
い
必
要
と
な
る
か
」
を

判
断
し
て
、
３
年
ご
と
に
見

直
し
を
行
い
ま
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
方
が
年
々
増
え
て
い
る
こ

と
、
介
護
報
酬
が
見
直
さ
れ

た
こ
と
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
の
介
護
施
設
を

整
備
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
増
加
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め

（
図
１
、
図
２
参
照
）、
そ
の

費
用
を
ま
か
な
う
た
め
に
保

険
料
の
見
直
し
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

図3 介護保険制度
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広報うしく 2015年5月1日号 4



③
所
得
段
階
区
分

　
基
準
額
の
変
更
と
と
も
に
、

介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
区

分
を
見
直
し
ま
し
た
。
介
護

保
険
料
は
65
歳
以
上
の
被
保

険
者
ご
と
の
所
得
に
応
じ
、

下
表
の
所
得
段
階
区
分
に
よ

り
算
定
し
ま
す
。

見
直
し
ま
し
た

④ 

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
費
用︵
介
護
報
酬
な
ど
︶

　
平
成
27
年
４
月
か
ら
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
報
酬
な
ど
が
改

定
さ
れ
ま
し
た
。
改
定
に
伴

い
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
が

変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
、
ま
た
は
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

⑤ 

居
住
費
の
利
用
者
負
担

︵
負
担
限
度
額
認
定
︶

変
わ
り
ま
し
た

一
部
変
わ
り
ま
す

　
施
設
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
短

期
入
所
サ
ー
ビ
ス（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）
の
居
住
費
の
利

用
者
負
担
の
上
限
額（
負
担

限
度
額
）が
、平
成
27
年
４
月

１
日
か
ら
次
の
と
お
り
一
部

変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

利
用
者
負
担
段
階
が
第

２
・
３
段
階
の
方
で
、多

床
室
を
利
用
し
た
際
の

居
住
費

　
３
２
０
円
／
日
額

　
３
７
０
円
／
日
額

※�

す
で
に
認
定
証
を
お
持
ち

の
方
で
右
記
に
該
当
す
る

場
合
は
、
平
成
27
年
４
月

か
ら
は
認
定
証
に
記
載
さ

れ
た
限
度
額
に
か
か
わ
ら

ず
、
変
更
後
の
限
度
額
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

所得段階区分 対　象　者
　平成27年度～平成29年度の
　介護保険料（年額）

第一所得段階

老齢福祉年金受給者で、住民税世帯非課税および
生活保護受給者の場合

4,800円×� 0.5×12月=� 28,800円
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以下の場合

第二所得段階
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の場合

4,800円×0.65×12月=� 37,400円

第三所得段階
世帯全員が住民税非課税で、第一所得段階・第二所
得段階に該当しない場合

4,800円×0.75×12月=� 43,200円

第四所得段階
本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の場合
（同じ世帯に住民税課税者がいる場合）

4,800円×� 0.9×12月=� 51,800円

第五所得段階
本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円を超える場合
（同じ世帯に住民税課税者がいる場合）

4,800円×� 1.0×12月=� 57,600円

第六所得段階
本人が住民税課税で
合計所得金額125万円未満の場合

4,800円×1.15×12月=� 66,200円

第七所得段階
本人が住民税課税で
合計所得金額125万円以上200万円未満の場合

4,800円×1.25×12月=� 72,000円

第八所得段階
本人が住民税課税で
合計所得金額200万円以上400万円未満の場合

4,800円×� 1.5×12月=� 86,400円

第九所得段階
本人が住民税課税で
合計所得金額400万円以上の場合

4,800円×1.75×12月=100,800円

※端数処理しています。

表 介護保険料の所得段階区分
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